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被
災
自
治
体
職
員
の
健
康
状
態

　

災
害
時
に
自
治
体
職
員
は
、
ど
の
よ
う
な
健
康
状

態
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合

（
以
下
、
自
治
労
）宮
城
県
本
部
が
東
日
本
大
震
災
発

災
１
カ
月
後
の
２
０
１
１
年
４
月
に
行
っ
た
健
康
調

査
で
は
、
回
答
数
３
６
５
２
人
が
回
答
し
た
。
そ
の

概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・�

軽
度
と
中
度
の
う
つ
傾
向
が
あ
る　

約
30
％

・�

体
調
が
悪
い　

56
・
１
％

・�

よ
く
眠
れ
な
い　

43
・
８
％

・�

や
る
気
が
出
な
い　

59
・
９
％

（
出
典
：
西
田
一
美
「
被
災
自
治
体
職
員
に
対
す
る
メ
ン
タ
ル
ケ
ア　

激
務
の
な
か
で
の
メ
ン
タ
ル
ダ
ウ
ン
を
防
げ
」
連
合
総
研
月
間
Ｄ

Ｉ
Ｏ
、
２
０
１
２
年
２
月
）

　

ま
た
、
能
登
半
島
地
震
か
ら
約
８
カ
月
後
、
自
治

労
石
川
県
本
部
が
組
合
員
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行

い
、
２
１
１
人
か
ら
回
答
を
得
た
。
そ
の
概
要
は
次

の
通
り
だ
。

・�

仕
事
を
辞
め
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る　

58
・
１
％

・�

身
体
的
不
調
が
あ
る　

51
・
４
％

・�

時
間
外
勤
務
が
過
労
死
ラ
イ
ン
（
１
カ
月
当
た
り

１
０
０
時
間
以
上
ま
た
は
２
～
６
カ
月
の
平
均
が
80

時
間
）以
上
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る　

52
・
４
％

・�

住
民
か
ら
の
執し
つ
よ
う拗
な
ク
レ
ー
ム
や
不
当
要
求
行
為
（
カ

ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）
に
関
す
る
被
害
が
あ
る

か
、
見
聞
き
し
た
こ
と
が
あ
る　

75
・
５
％

　

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
そ

の
状
況
が
「
窓
口
で
の
大
声
、
ば
か
や
ろ
う
、
殺
す

ぞ
な
ど
の
暴
言
」「
名
札
を
撮
影
さ
れ
る
、
罹
災
調

査
の
様
子
を
録
画
さ
れ
る
、
炎
天
下
や
寒
波
の
中
、

怒
号
を
受
け
る
」「
土
下
座
を
強
要
さ
れ
た
」な
ど
耐

え
難
い
事
例
が
並
ぶ
。
さ
ら
に
、
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
へ
の
対
策
が
な
い
と
感
じ
て
い
る
割
合
は

67
・
５
％
に
も
上
る
。

（
出
典
：
自
治
労
石
川
県
本
部
「
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
被
災
自
治

体
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
等
に
関
す
る
実
態
調
査
結
果
」

２
０
２
４
年
８
月
）

　

こ
れ
ら
か
ら
、
災
害
時
に
自
治
体
職
員
は
、
自
ら

の
被
災
、
膨
大
な
残
業
時
間
、
や
っ
た
こ
と
の
な
い

災
害
対
応
業
務
、
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど

で
心
身
共
に
疲
弊
し
て
い
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
こ

の
状
況
は
災
害
の
た
び
に
繰
り
返
さ
れ
、
一
向
に
改

善
が
進
ん
で
い
な
い
。

総
務
省
通
知
と
実
効
性

　

総
務
省
は
、「
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る

災
害
復
旧
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
健
康
管
理
・
安

全
衛
生
に
つ
い
て（
通
知
）」（
総
行
安
第
１
号
、
令
和

６
年
１
月
９
日
）
に
お
い
て
、
災
害
対
応
に
従
事
す

る
職
員
の
心
身
へ
の
過
度
な
負
担
に
よ
る
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
不
調
を
防
止
す
る
た
め
、
勤
務
環
境
に
留
意

す
る
こ
と
、
お
よ
び
相
談
先
を
周
知
す
る
よ
う
に
通

知
文
を
出
し
て
い
る
。

　

ま
た
、「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
時
間
外
勤
務

の
上
限
規
制
及
び
健
康
確
保
措
置
を
実
効
的
に
運
用

す
る
た
め
の
取
組
の
一
層
の
推
進
に
つ
い
て
（
通

知
）」（
総
行
公
第
１
１
１
号
・
総
行
安
第
49
号
、
令

和
６
年
12
月
26
日
）
に
お
い
て
、
災
害
時
な
ど
の
長

時
間
勤
務
縮
減
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
、
職

場
環
境
改
善
の
推
進
を
求
め
て
い
る
。

　

だ
が
、
災
害
時
の
ワ
ー
キ
ン
グ
ル
ー
ル
が
全
国
的

に
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
各
自

治
体
の
個
別
対
応
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
膨

大
な
災
害
対
応
に
追
わ
れ
る
自
治
体
は
、
具
体
的
に

対
策
を
す
る
余
裕
が
な
い
。
そ
の
結
果
、
職
員
の
心

災
害
時
の
職
員
の
ワ
ー
キ
ン
グ
ル
ー
ル
を
考
え
る

～
災
害
時
の
自
治
体
職
員
の
役
割
研
究
会
調
査
報
告
書
～
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身
の
健
康
が
む
し
ば
ま
れ
て
い
く
。

災
害
時
の
自
治
体
職
員
の
役
割
研
究
会

　

２
０
２
２
年
12
月
19
日
、
公
益
社
団
法
人
東
京
自

治
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
研
究
員
11
人
、
事
務
局
２
人

の
体
制
で「
災
害
時
の
自
治
体
職
員
の
役
割
研
究
会
」

を
設
置
し
た
。
職
員
の
健
康
を
守
る
こ
と
は
、
単
に

職
員
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
中
長
期
的
な
災
害
対
策

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
維
持
し
、
地
域
住
民
と
地
域

社
会
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
問
題
意
識
で

あ
る
。

　

そ
の
後
、
３
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
東
京
都
内
全

市
区
町
村
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
、
関
係
者
へ
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
、
派
遣
職
員
意
識
調
査
や
座
談
会
、
被
災
自
治

体
職
員
か
ら
の
実
践
報
告
な
ど
多
角
的
、
多
面
的
な

調
査
研
究
を
実
施
し
、
２
０
２
６
年
２
月
28
日
に
報

告
書
を
ま
と
め
た
。

報
告
書
の
提
言

　

調
査
研
究
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
提
言
に
ま
と
め
た
の

で
、
概
要
を
紹
介
す
る
。

災
害
で
自
治
体
職
員
が
燃
え
尽
き
ず
、
行
政
機
能
を
保
ち

続
け
る
た
め
に（
提
言
）

１
．
発
災
時
の
職
員
行
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
と
充
実

　

災
害
時
の
職
員
行
動
を
明
確
に
し
、
職
員
が
自
ら
の
役
割

を
理
解
し
て
行
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
行
動
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
策
定
・
周
知
・
訓
練
の
充
実
が
不
可
欠
で
あ
る
。

・�

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
勤
務
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
参
集
基
準
、
任

務
免
除
、
職
員
・
家
族
の
備
え
、
持
参
品
な
ど
を
含
め
て

記
載
し
、
災
害
発
生
時
の
行
動
を
具
体
化
す
る
。
な
お
、

今
回
の
自
治
体
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
れ
ば
、
勤
務
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
、
任
務
免
除
基
準

を
記
載
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
率
は
東
京
都
の
全
自
治

体
で
11
％
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
早
期
の
取
り
組
み
が
必

要
で
あ
る
。（
中
略
）

・�

正
規
職
員
が
減
少
し
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
比
率
が
増

え
て
い
る
が
、
当
該
職
員
の
災
害
時
の
役
割
は
不
明
確（
役

割
を
定
め
て
い
る
自
治
体
は
東
京
都
全
体
で
９
％
）
で
あ

る
。
行
政
の
重
要
な
担
い
手
と
し
て
、
処
遇
の
あ
り
方
も

含
め
た
検
討
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

・�

災
害
対
策
に
お
い
て
女
性
職
員
の
参
画
は
非
常
に
限
定
さ

れ
て
お
り
改
善
の
必
要
が
あ
る
が
、
行
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
に

も
多
様
な
立
場
の
視
点
を
反
映
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

２
．
発
災
時
の
自
治
体
職
員
の
役
割
と
安
全
管
理 

　

東
日
本
大
震
災
で
は
２
８
８
名
の
自
治
体
職
員
が
公
務
災

害
で
死
亡
し
た
。
こ
の
教
訓
を
重
く
受
け
止
め
、
職
員
の
生

命
を
守
る
仕
組
み
を
制
度
化
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

・�

防
災
基
本
計
画
は
「
職
員
の
安
全
を
前
提
」
と
す
る
が
、
現

場
で
は
「
い
つ
職
員
が
避
難
す
べ
き
か
」
が
曖
昧
だ
っ
た
。

高
知
県
黒
潮
町
の「
率
先
避
難
者
」概
念（
職
員
が
ま
ず
逃
げ

る
）な
ど
を
参
考
に
、
明
確
な
避
難
基
準
を
設
け
る
必
要
が

あ
る
。 

・�

災
害
時
に
優
先
す
べ
き
コ
ア
業
務
の
明
確
化
、
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
勤
務
、
派
遣
職
員
の
早
期
受
入
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
体
制
の
構
築
が
職
員
の
継
続
力
を
左
右
す
る
。

・�

特
に
遺
体
安
置
や
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
な
ど
の
困
難
業
務
に
あ

た
っ
て
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
を
重
視
し
て
対
策
を

講
じ
る
。 

・�

職
員
の
家
族
の
安
全
確
保
は
、
職
員
自
身
の
持
続
力
を
支

え
る
要
素
で
あ
り
、「
家
族
単
位
」
で
職
員
を
守
る
視
点
が

必
要
で
あ
る
。

３
．
受
援
計
画
未
策
定
市
町
村
の
早
期
策
定
と
充
実 

　

受
援
計
画
は
外
部
支
援（
国
・
都
道
府
県
・
自
治
体
・
民
間
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
）を
効
果
的
に
活
用
す
る
た
め
の
基
盤
で
あ
る
。

・�

東
京
都
全
体
で
54
％
の
市
区
町
村
が
未
策
定
・
時
期
未
定

と
な
っ
て
お
り
、
早
急
な
策
定
が
必
要
で
あ
る
。

・�

受
援
計
画
に
は
、
受
入
部
署
、
宿
泊
場
所
、
指
揮
系
統
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
を
記
載
し
、
外
部
の
力
を
早
期
に
活
用
で

き
る
体
制
を
構
築
す
る
。（
後
略
）

４
．
派
遣
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
・
安
全
対
策 

　

激
甚
災
害
で
は
派
遣
職
員
が
不
眠
不
休
の
応
急
対
応
を
強

い
ら
れ
る
た
め
、
メ
ン
タ
ル
面
の
保
護
と
安
全
確
保
が
欠
か

せ
な
い
。
な
お
、
災
害
時
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
を
定
め

て
い
る
自
治
体
は
東
京
都
全
体
で
９
％
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

早
急
な
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。（
後
略
）

５
．
土
木
・
建
築
職
員
等
技
術
職
員
の
確
保 

　

技
術
系
職
員
の
減
少
は
全
国
的
な
問
題
で
あ
り
、
災
害
対

応
・
復
旧
能
力
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
。 

・�

首
都
圏
で
も
土
木
・
建
築
職
員
が
ゼ
ロ
の
自
治
体
が
多
数

存
在
す
る
現
状
は
深
刻
で
あ
る
。（
後
略
）

６
．
自
治
体
職
員
の
広
域
連
携
の
必
要
性 

　

人
材
不
足
を
補
う
た
め
、
自
治
体
間
の
広
域
連
携
を
制
度

化
・
常
態
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。（
後
略
）

７
．
新
技
術
の
活
用
と
自
治
体
職
員
の
習
熟 

　

限
ら
れ
た
人
材
を
補
完
し
、
災
害
対
策
の
効
果
を
高
め
る

た
め
に
、
新
技
術
（
ド
ロ
ー
ン
、
ロ
ボ
ッ
ト
、
Ａ
Ｉ
な
ど
）
の

活
用
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
。 

・�

ド
ロ
ー
ン
に
よ
る
被
害
状
況
調
査
・
物
資
運
搬
な
ど
の
活

用
事
例
が
増
加
し
て
い
る
。

・�

自
治
体
Ｄ
Ｘ
の
一
環
と
し
て
災
害
時
に
活
用
で
き
る
技
術

の
導
入
を
検
討
す
る
。（
後
略
）

　

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
、
災
害
多
発
時
代
に
お
い

て
自
治
体
行
政
が
持
続
可
能
で
あ
り
続
け
る
た
め
の

基
盤
と
な
る
。
自
治
体
職
員
が
燃
え
尽
き
ず
、
住
民

の
生
命
・
生
活
を
守
る
力
を
発
揮
で
き
る
環
境
づ
く

り
が
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
報
告
書
全
文
は
東
京
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー

紀
要「
る
び
ゅ
・
さ
あ
ん
と
る
」№
23（
２
０
２
６
年

２
月
28
日
）に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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